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第１章 経営戦略（策定と改定）の趣旨及び事後検証

1 趣旨

静岡県の流域下水道は、昭和 60 年に狩野川流域下水道東部処理区を供用開始し

たことに始まり、 昭和 61 年に西遠流域下水道、平成２年に天竜川左岸流域下水

道、平成６年に狩野川流域下水道西部処理区、平成９年には静清流域下水道の４流

域５処理区を順次供用しました。

その後、市町合併により平成 24 年度末に静清流域下水道は静岡市に、平成 26

年度末に天竜川左岸流域下水道は磐田市に、また平成 27 年度末に西遠流域下水道

が浜松市へ移管されたことに伴い、静岡県が管理する流域下水道は残る狩野川流域

下水道２処理区となりました。さらに、供用開始から処理場の維持管理を担ってき

た静岡県下水道公社も平成 27 年度末に解散したため、平成 28 年度からは包括的

民間委託方式による運転管理を行っています。このような背景を踏まえ、静岡県は

流域下水道事業について経営基盤の強化等を図り、将来にわたり安定的・持続的な

事業経営を推進するため、平成 31 年４月に公営企業会計に移行しました。そして

令和３年２月に「静岡県流域下水道事業経営戦略(以下「経営戦略（令和２年度）」

と称します。）」を策定しました。

その後、総務省による｢経営戦略の改定推進について｣（総財公第 6 号 総財営第

1 号 総財準第 2 号 令和 4 年 1 月 25 日）の通達により、経営戦略の見直し率を

令和 7 年度までに 100％にすることが求められました。この要請を受けて今回第

１回中間見直しを実施し、｢経営戦略（令和２年度）」について PDCA サイクルに

基づく質の向上を図ります。

2 経営戦略の位置づけ

静岡県流域下水道事業経営戦略（第 1 回中間見直し）（以下｢経営戦略（令和 7

年度）｣と称します。）は、次のように位置づけます。

● 令和 7 年度から令和 16 年度までの投資・財政計画及び取組むべき流域下水

道事業の施策を示した計画として中長期的な下水道事業経営の指針とします。

● 総務省通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成 26 年８月

29 日付け 総財公第 107 号、総財営第 73 号、総財準第 83 号）」により国

が策定を要請した「経営戦略（令和２年度）」の中間見直し版を｢経営戦略(令和

7 年度)｣と位置づけます。

● 流域下水道事業を含む静岡県全体の生活排水処理施設の総合的な構想である｢静

岡県生活排水処理長期計画（令和 2 年 2 月）」や、生活排水の効率的な処理の

実施や持続可能な事業運営の推進を目的とした｢静岡県生活排水処理広域化・

共同化計画（令和４年 12 月）｣等と整合を図った計画とします。
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3 計画期間

中間見直しであるため、計画期間は令和 2 年度から令和 11 年度としますが、必

要な投資目標と収支計画を示す投資財政計画については、中長期的な視点から経営

基盤の強化に取り組むことができるよう、令和７年度から令和 16 年度までの 10

年間とします。

4 「経営戦略（令和２年度）」の事後検証

「経営戦略（令和２年度）」策定後、令和 5 年度まで実施した事後検証を、以下に

整理します。

表 1－1「経営戦略（令和２年度）」基本方針に係る取組一覧

● 1.経営の健全性の確保

1）経営マネジメントの強化及び 2）市町維持管理費負担金単価は、いずれ

も計画通りの進捗でした。

３）浄化センター維持管理及び施設の最適化では、電力調達を令和 4 年度か

ら包括的民間委託より切り離し、入札発注をしています。効果の検証を実施し

ており今後も引き続き継続します。

● 2.安定した下水道サービス

1）ストックマネジメント計画に基づく長寿命化を実施するため、管渠の点

検延長を令和 2 年度に見直し、計画通り進捗しました。また、設備工事棟数は、

対策の前倒し及び劣化の遅い設備の先送り等により当初計画を下回りましたが、

必要な対策を実施できました。

２）雨天時浸入水対策を推進するため、東部処理区では、流域関連市町とと

もに計画策定に向けた合意書を締結し計画策定に着手しました。西部処理区に

おいても、流域関連市町と協力して雨天時浸入水対策を推進すべく取り組みま

す。

３）人材育成を促進するため、ICT を活用した研修等により効率的な知識吸

収を図りました。

1) 経営マネジメントの強化 1)「ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画」に 1)地震対策 1)広域化･共同化の対応 1)広報

基づく長寿命化

2) 市町維持管理費負担金の 2)雨天時の浸入水等 2)浸水対策 2)ICTの活用 2)

安定化 不明水対策

3) 浄化センターの維持管理、3)人材育成･技術力維持 3)業務継続計画(BCP) 3)下水汚泥の資源･

施設の最適化 エネルギー有効利用

4)住民への災害発生時 4)その他

対応の事前周知･啓発

１，経営の健全性の確保 ２，安定した下水道サービス ３，災害に強い下水道 ４，新たな汚水処理の取組
５,下水道の普及、啓発
　 活動への取組　　　　　　　　

インターネットのソー
シャルメディア等を活
用した情報発信

－

－ － －
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● ３.災害に強い下水道

１）地震対策及び 2）浸水対策はいずれも計画通りに進捗しました。

３）業務継続計画(BCP)は、運用をしながら PDCA による改善活動に取り組

みました。

４）住民への災害発生時対応の事前周知･啓発をするため、流域市町と協力し

て情報発信を行いました。

● ４.新たな汚水処理の取組

１）広域化･共同化を促進するため、県庁内の関係部署や、関係市町が出席す

るブロック会議を開催し、計画の進捗を図りました。中期長期的な収支見通し

や波及的な効果の整理・検討については、引き続き関係団体と協力・調整を図っ

ていくとともに、メニューの追加も含めて検討していきます。

2）ICT の活用は、下水道管路台帳の電子化に向けて情報収集･検討を実施し

ました。

3）下水汚泥の資源･エネルギー有効利用は、リサイクル率 100%を達成して

おり、今後も継続していきます。なお、エネルギー化及びカーボンニュートラル

の導入については具体的な取組に向けて検討中です。

● ５.下水道の普及･啓発活動への取組

1）広報は、浄化センターの見学会及び静岡どぼカードの配布を実施し、普及･

啓発を推進しました。

2）インターネットのソーシャルメディアを活用した情報発信は、「都市局

UrbanTimes」・｢沼津土木情報発信隊｣等を通じて定期的に発信しました。

5 経営戦略の中間見直し

「 経営戦略（令和２年度）」 の策定後の時間経過に伴う、静岡県の人口動向など流域

下水道を取巻くサービス需要の変化や賃金･物価の変動など社会経済情勢の変化及び

新たな課題へ適時適切に対応するため、事後検証等を踏まえ、令和６年度に「経営戦

略（令和２年度）」を「経営戦略（令和７年度）」として見直すこととしました。
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第 2 章 流域下水道事業の現状と課題

１ 狩野川流域下水道の概要

狩野川流域下水道は、静岡県の東部に位置し、天城山系に端を発する狩野川本流や

富士山の東山麓に端を発する狩野川支川の黄瀬川等の水質汚濁の防止を図るため計

画され、伊豆市、伊豆の国市及び函南町の２市１町を対象とした東部処理区と、沼津

市、三島市、裾野市、清水町及び長泉町の３市２町を対象とした西部処理区から構成

されています。

表２－１ 計画概要（狩野川東部処理区）

（令和５年度末現在）

全 体 計 画 事 業 計 画 供用開始済み

処  理  区  名

関  連  市  町

処理区域内人口(現況)

処  理  面  積 2,438(ha) 2,024(ha) 1,621(ha)

処  理  人  口 75,300(人) 68,490(人) 68,593(人)

名　　   称

排  除  方  式 分流式 同左 同左

処  理  方  法 標準活性汚泥法 同左 同左

R5処理水量

敷  地  面  積 9.53(ha) 同左 同左

施設能力(m
3
/日最大) 60,300 60,300 54,000

系   列   数 3系列 3系列 2系列

東  部  幹  線
φ1,500～φ1,800

L=10,760m
同左 同左

千  歳  幹  線
φ600×3～φ1,500

L=700m
同左 同左

計 L=11,460m 同左 同左

30t/日×2基 - -

大場川 同左 同左

汚泥焼却施設

放　 流　 先

処
　
理
　
区

管
 
渠
 
施
 
設

終
　
末
　
処
　
理
　
場

東部処理区

伊豆市、伊豆の国市、函南町

81,070(人)

狩野川東部浄化センター

11,243,080(m3/年)（30,719(m3/日平均))

区　　　分

当 初 事 業 認 可 昭和50年3月5日　建設省静都下流発第1号

変 更 計 画 ( 最 終 ) 平成30年9月19日　都生第118号
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表２－２ 計画概要（狩野川西部処理区）

（令和５年度末現在）

図２－１ 狩野川流域下水道

全 体 計 画 事 業 計 画 供用開始済み

処  理  区  名

関  連  市  町

処理区域内人口(現況)

処  理  面  積 6,406(ha) 3,831(ha) 3,017(ha)

処  理  人  口 255,720(人) 197,100(人) 188,895(人)

名　　   称

排  除  方  式 分流式 同左 同左

処  理  方  法 標準活性汚泥法 同左 同左

R5処理水量

敷  地  面  積 18.39(ha) 同左 同左

施設能力(m
3
/日最大) 147,400 114,200 81,000

系   列   数 3系列 3系列 1.5系列

西  部  幹  線
φ600～φ1,800

L=24,370m
同左 同左

北  部  幹  線
φ500～φ1,350

L=6,110m
同左 同左

計 L=30,480m 同左 同左

80t/日×2基 - -

奥駿河湾 同左 沼川

(※1)･･･二条管(φ1,800) L=3,710mを含む

汚泥焼却施設

放　 流　 先

処
　
理
　
区

管
 

渠
 

施
 

設

終
　
末
　
処
　
理
　
場

西部処理区

沼津市、三島市、裾野市、清水町、長泉町

265,576(人)

狩野川西部浄化センター

20,175,983(m
3
/年)（55,126(m

3
/日平均))

区　　　分

当 初 事 業 認 可 昭和50年3月5日　建設省静都下流発第1号

変 更 計 画 ( 最 終 ) 平成30年9月19日　都生第120号

（※1)
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東部処理区は、昭和 49 年度に事業着手し、昭和 60 年 10 月に供用を開始しています。

狩野川流域下水道 狩野川東部浄化センター

図２－２ 狩野川東部浄化センター平面図
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西部処理区は、昭和 61 年度に事業着手し、平成 6 年 6 月に沼津市、清水町、長

泉町、平成 10 年 10 月に裾野市、平成 14 年 6 月に三島市で供用を開始していま

す。

狩野川流域下水道 狩野川西部浄化センター

図２－３ 狩野川西部浄化センター平面図
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なお、三島市西部処理区の汚水は夏梅木ポンプ場により圧送しています。

狩野川流域下水道 夏梅木ポンプ場

図２－4 夏梅木ポンプ場平面図
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２ 狩野川流域下水道の現状

《整備状況》

東部処理区の処理人口は、令和元年度までは微増･微減を繰り返す状況でしたが、

令和 2 年度以降は減少傾向、流入水量も同様の傾向です。

西部処理区の処理人口は、令和５年度まで一貫して増加傾向、流入水量は令和２

年度までは増加傾向でしたが、令和３年度以降は横ばいの状況です

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

処理区域内人口(人) 69,776 70,028 69,983 70,103 69,373 70,316 70,439 70,004 69,479 68,593

流入水量(m3/日） 31,436 32,066 31,547 31,426 30,826 31,803 31,367 30,749 30,727 30,719

処理区域面積(ha) 1,511 1,519 1,529 1,538 1,541 1,567 1,577 1,596 1,614 1,621

普及率(%) 80.6 81.2 81.6 82.1 82.1 83.4 84.0 84.2 84.3 84.6

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

処理区域内人口(人) 175,072 177,791 180,123 181,169 182,480 185,424 186,443 187,693 187,742 188,895

流入水量(m3/日） 51,307 53,348 53,411 53,906 54,260 55,451 56,620 55,319 54,504 55,126

処理区域面積(ha) 2,682 2,724 2,766 2,791 2,815 2,871 2,894 2,936 2,960 3,017

普及率(%) 63.0 63.6 64.6 65.4 66.5 68.1 68.8 69.7 70.3 71.1

（人） （m3/日）

（人） （m3/日）

図２－５ 東部処理区内人口・流入量の推移

図２－６ 西部処理区内人口・流入量の推移
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《建設事業費の投資状況》

東部処理区は昭和 49 年から建設を開始し、昭和 59 年の約 3,664 百万円をピ

ークに、令和 5 年度までに約 45,210 百万円、西部処理区は昭和 61 年から建設

を開始し、平成 4 年の約 7,756 百万円をピークに、令和 5 年度までに約 77,066

百万円の建設事業費の投資を行っています。

図２－７ 狩野川流域下水道建設事業費の推移

《事業運営の方法》

平成 28 年度から、下水道施設の維持管理は、包括的民間委託方式を採用して

います。

【 包括的民間委託の業務範囲】

区 分 内 容

維持管理実施計画策定

及び管理報告業務

年間及び月間の実施計画の策定

業務報告書の作成、提出、保管

運転管理業務
中央操作監視業務、現場操作・巡視業務、中継ポンプ場

巡視・管理業務

試験等業務 水質試験、汚泥試験、臭気測定、微生物学的観察

保守点検業務 電気機械設備の日常点検及び定期点検

修繕業務 1 件当り 100 万円未満（消費税含む）の修繕

維持管理業務 場内施設、外構、樹木の維持管理

ユーティリティの調

達・管理業務

薬品・燃料・水道の調達管理

備品・消耗品の調達管理

産業廃棄物収集運搬・

処分補助業務

発注者が発注する産業廃棄物収集運搬業務委託の補助

普及啓発活動 普及啓発事業の企画、見学者の受入れ・対応

（千円）
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《整備効果（水質改善）》

狩野川流域下水道の供用開始により、接続人口の増加に応じて、狩野川水系の水

質が安定して基準値以下となり、生活環境が向上しています。

図２－８ 狩野川流域下水道の接続人口と水質改善
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３ 汚泥の再利用

狩野川流域下水道では、年間約 18,800t の下水汚泥が発生しますが、東部･西部

浄化センターのいずれも下水汚泥を「建設資材」「セメント原料」「肥料」への有効

利用を行いリサイクル率は 100%です。

Ｒ元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

建設資材 0 3,566 2,893 2,893 1,679

焼成ｾﾒﾝﾄ材料 2,349 6,017 2,174 5,717 3,591

発酵肥料 16,468 9,214 13,835 10,272 13,526

計 18,817 18,797 18,902 18,882 18,796

狩野川流域下水道全体では、

令和元年度～令和 5 年度のリ

サイクル状況は、「建設資材」

へ約 12％、｢焼成セメント材

料｣へ約 21％、｢発酵肥料｣へ

約 67%と｢発酵肥料｣が最も

多くなっています。

（単位：ｔ）

図２－9 狩野川流域下水道汚泥最終利用率の推移
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４ 狩野川流域下水道の災害対策

狩野川流域下水道では、「地震対策」、｢耐水化対策｣を計画的に実施しています。

流域下水道施設は汚水処理を行う重要なライフラインであり、今後、発生が予想さ

れる南海トラフ地震などへの備えとして、「総合地震対策計画」や「地震・津波対

策アクションプログラム 2013」（以下、「AP」と称します。）に基づき、被災時

においても最低限の処理機能を確保するよう、優先順位を設定して耐震化を実施し

てきました。その結果、ＡＰ対象施設の耐震化は令和５年度に完了しました。

また、令和元年の台風 19 号において、既往最大降雨の総量 739mm を上回る

778mm が観測されたことを踏まえ、令和 2 年度中に耐水化計画を策定し、狩野

川東部浄化センターの浸水対策に計画的に取り組んでいます。

５ 財源及び負担金

流域下水道事業は、国費･県費･流域関連市町の負担金を財源に経営しています。

「建設」費用は、国の補助金（高率は事業費の２/3、低率は１/2）、残りを県と流

域市町が１/２ずつ負担しています。また、「維持管理」費用は、全額流域関連市町

が負担しています。

なお、県費はすべて企業債により借入を行っており、元金及び利子の支払いには

交付税措置と市町維持管理費負担金を充てています。

図２－10 財源の内訳図
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６ 組織

本県の流域下水道事業に携わる人員体制は、以下のとおりです。

図 2－11 本庁の執行体制

図 2－12 出先の執行体制
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７ 経営分析

ア, 経常収支比率 ：算出式（経常収益÷経常費用）×100

維持管理費負担金や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用

をどの程度賄えているかを表す指標。

● 平成 28 年度から、下水道施設の維持管理は、包括的民間委託方式を採用してい

ます。企業会計導入後、過去 5 年間の経常収支は 100%以上確保されており、適

正な「維持管理費負担金」が設定されています。

イ, 流動比率 ：算出式（流動資産÷流動負債）×100

短期的な債務に対する支払能力を表す指標。

● １年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等が 100％以上である

ことが必要です。令和 3 年度以降は、100%以上確保ができており増加傾向を示して

います。

図 2－13 経常収支比率

（％）

（単位：％）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

狩野川流域下水道 113.73 119.24 115.84 110.73 116.71

流域下水道事業平均 100.49 101.63 100.14 99.22 100.31
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ウ, 汚水処理原価 ：算出式（経常費用Ü（受託工事費＋附帯事業費）Ü長期前受金）

÷年間有収水量

有収水量 1m3 当たりについて、どれだけの費用が掛かっているかの指標。

● 減少傾向を示していますが、他団体との比較では、1.4 倍～1.5 倍と高い水準と

なっています。

図 2－14 流動比率

図 2－1５ 汚水処理原価

（％）

（単位：％）

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

狩野川流域下水道 51.72 98.4 112.25 147.59 180.47

流域下水道事業平均 97.37 101.14 104.74 104.74 104.66

（円/m３）
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エ, 施設利用率 ：算出式（一日平均汚水量÷汚水処理能力）×100

汚水処理能力に対する一日平均汚水量の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断

する指標。

● 狩野川東部浄化センターでは全体的には増加傾向を示していますが、増加率は

年間平均 0.7%と微増です。

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

狩野川流域下水道 75.10 65.25 67.41 72.86 64.13

流域下水道事業平均 50.64 50.67 48.70 52.53 52.75

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

一日平均流入下水量 31,803 31,367 30,749 30,727 30,719

処理能力 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

施設利用率 58.9% 58.1% 56.9% 56.9% 56.9%

図 2－1６ 狩野川東部浄化センター 施設利用率

（単位：円/m3）

（m３）

（単位：m3）
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● 狩野川西部浄化センターでは、全体的には減少傾向を示しており、結果施設利用

率も低下していますが、令和 5 年度は増加に転じています。

オ，水洗化率 ：算出式（水洗便所設置済人口÷処理区域内人口）×100

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置している指標。

● 90%以上と高い水準ですが、他団体の約 94%に対しては下回っています。

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

一日平均流入下水量 55,451 56,620 55,319 54,504 55,126

処理能力 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

施設利用率 68.5% 69.9% 68.3% 67.3% 68.1%

図 2－1７ 狩野川西部浄化センター 施設利用率

（m３）

（単位：m3）

（％）
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図 2－1８ 水洗化率

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

狩野川流域下水道 90.44 91.02 90.89 91.16 91.17

流域下水道事業平均 93.21 94.01 94.14 94.02 94.43

（単位：％）
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８ 狩野川流域下水道の課題

（１）人口減少による汚水処理量の減少

図２－19 静岡県の人口推移

【 静岡県の状況】

令和 5 年 10 月 1 日現在の静岡県の人口は、3,591,533 人となり前年と比べ

28,038 人(0.8%)減少しています。これを平成 26 年度から見ると 184,284 人（年

間平均 0.5％）減少しています。

図２－20 東部処理区の人口推移

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

東 部

処 理 区
69,776 70,028 69,983 70,148 69,373 70,316 70,439 70,004 69,479 68,593

（単位：人）

（単位：人）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

静 岡 県 3,775,817 3,760,991 3,747,422 3,731,245 3,714,527 3,697,427 3,674,758 3,644,769 3,619,571 3,591,533
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【 狩野川流域下水道処理人口の状況】

東部処理区は、令和 5 年 10 月 1 日現在、処理区域内人口 68,593 人となり前年

と比べ 886 人（1.2%）減少しています。これを平成 26 年度から見ると 1,183 人

(年間平均 0.2%)減少しており、人口が減少傾向にある地域ですが、静岡県の減少率

と比較すると東部処理区は減少率が低い地域に位置付けられます。

西部処理区は、令和 5 年 10 月 1 日現在、処理区内人口 188,895 人となり前年

と比べ 1,153 人（0.2%）増加しています。これを平成 26 年度から見ると 13,823

人(年間平均 0.8%)増加しており、静岡県の 0.5%の減小率に対して西部処理区は処

理区域人口が増加している地域に位置付けられます。

【課題】

● 静岡県の人口は減少しており、東部処理区域内人口も令和３年度以降は減少傾向

です。一方、西部処理区域内人口は一貫して増加していますが、長期的には不透明

です。

● 処理区域内人口の減少は、流域下水道の汚水処理量の減少に繋がります。そのた

め、流域下水道事業を健全に経営するには、コストダウンの努力や社会環境変化を

考慮した設備投資による支出の抑制及び適正な維持管理費負担金単価の設定によ

る負担金収入の確保等が不可欠となります。

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

西 部

処 理 区
175,072 177,791 180,123 181,169 182,480 185,424 186,443 187,693 187,742 188,895

図２－21 西部処理区の人口推移
（単位：人）
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（2）下水道施設・設備の老朽化

都市の重要な社会基盤である下水道の管渠及び処理場･ポンプ場の老朽化に伴う機

能停止は、水環境の悪化だけでなく、日常生活及び社会経済活動へ重大な影響を及ぼ

すことが懸念されます。

狩野川流域下水道東部処理区は供用開始から令和６年度末で 39 年、西部処理区は

3０年が経過しており、定期的な更新を行いながら、現在に至っています。

【課題】

● 狩野川流域下水道東部処理区及び西部処理区内の流域下水道施設は、供用開始後

39 年及び 3０年経過しており、法定耐用年数を超えた施設・設備が多い状況です。

このことから、下水道施設･設備の更新までの時期を長寿命化により平準化し、計

画的な更新が必要です。

図２－22 東部処理区の建設事業費の推移

図２－23 西部処理区の建設事業費の推移

（千円）

（千円）
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（3）激甚化する自然災害

東部浄化センター及び西部浄化センターでは、降雨日の流入汚水量が晴天日の汚

水量より約 7%～47%増える傾向となっています。

Ｒ元年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度

日平均汚水量（年間） 31,804 31,367 30,749 30,727 30,719

日平均汚水量（降雨日） 37,488 46,081 37,215 32,796 36,548

増加率 1.18 1.47 1.21 1.07 1.19

Ｒ元年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度

日平均汚水量（年間） 55,451 56,620 55,319 54,504 55,126

日平均汚水量（降雨日） 59,777 72,549 65,608 58,049 64,414

増加率 1.08 1.28 1.19 1.07 1.17

図２－2４ 東部浄化センター雨天時浸入水の流入状況

図２－2５ 西部浄化センター雨天時浸入水の流入状況

（円/m３） （％）

（円/m３）
（％）

（単位：ｍ３/日、％）

（単位：ｍ３/日、％）
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分流式下水道を採用している下水道であっても、施設の老朽化の進行や地震等の被

災、高強度降雨の増加等に伴って、降雨時に下水道への雨水の流入水量が増加し、マ

ンホール等からの溢水、宅内への逆流などの事象が全国で発生しています。

狩野川流域下水道東部処理区及び西部処理区においても令和元年度から令和 5 年

度まで、降雨日の汚水量が晴天日の汚水量をはるかに上回っており、雨天時浸入水が

影響していると見込まれます。

また、能登半島地震では東日本大震災の時と比較すると、電力・通信・上下水道な

どのライフラインの復旧まで期間が長期化し、社会的に大きな問題となりました。上

下水道においては、耐震化未実施等により、浄水場や配水池、処理場に直結する管路

など、上下水道システムの基幹施設が被災したことで、広範囲での断水や下水管内の

滞水に繋がりました。今後発生が予想される南海トラフ地震などに備え、能登半島地

震を踏まえた上下水道一体での耐震化が必要と見込まれます。

【課題】

● 狩野川東部浄化センター、狩野川西部浄化センターともに、各家庭等から排出さ

れる汚水のみを処理する分流式下水道を採用していますが、雨天時に流入下水量が

増加するため、雨天時浸入水への対策が必要です。

● AP 対象施設の耐震化は令和５年度に完了しましたが、今後は能登半島地震を踏

まえた上下水道一体での耐震化が必要です。

● 激甚化する自然災害に備えた BCP の充実が必要です。
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（4）地球温暖化対策

「地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月法律第 117 号）では、

事業者に対して「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等」及び「日常生活にお

ける排出抑制」の２つについて計画の策定及び実施を求められました。このような

背景より、静岡県では令和 4 年～令和 12 年を期間とする「第 4 次静岡県地球温

暖化対策実行計画」を策定しています。

図２－２６ 「第 4 次静岡県地球温暖化対策実行計画」

地球温暖化対策への取組及びエネルギー問題等への関心が高まる中、下水道事

業は水処理過程で多くの電力を消費するため、温室効果ガス排出量の削減が求め

られています。処理水の再利用、下水熱等のエネルギー利用等による低炭素社会

の構築も期待されています。地球温暖化対策の推進に協力するため、新たな技術

の動向を注視していく必要があります。

また、省エネルギー社会の実現や再生可能エネルギーの導入の加速等の方向性

が示され、再生可能エネルギーとして、「太陽光」、「風力」、「地熱」、「バイオマ
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ス」等が代表的なものとして挙げられています。このうちバイオマスは、下水汚

泥をエネルギー源等として活用することも可能です。

【課題】

● 下水道事業は、汚水処理時に多くの電力を必要とするため温室効果ガス排出量の

削減が求められます。このことから、「第 4 次静岡県地球温暖化対策実行計画」の

4 つの方針を基に、下水道事業として、地球温暖化対策を計画的に推進していく

ことが必要です。

● 地球温暖化対策への取組及びエネルギー問題等への関心が高まる中、省エネルギ

ー社会の実現や再生可能エネルギーの導入等の取組について検討が急務になって

います。
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（5）効果的・効率的な業務運営

図２－２7 国土交通省 PPP/PFI 手法選択ガイドライン

狩野川流域下水道の維持管理は、平成 28 年度から東部浄化センター、西部浄化セ

ンターの「運転管理」・「保守点検」を主とする「包括的民間委託方式」を導入し施設

の運営･管理を行っており、この方式を導入して「包括的民間委託方式」は導入から

令和６年度末で約９年が経過しています。

また、現在「設計・建設」、「営業」、「管理」、「経営・計画」といった業務は、委託

と併用し静岡県が直営で実施しています。

【課題】

● 官民連携スキームである「包括的民間委託方式」についても、業務コストを更に

削減し、より効率的な業務委託を検討・工夫する必要があります。

● 取組に際し令和 5 年 6 月に国土交通省で制度化した「ウォーターPPP」の活用の

検討が必要です。

● 流域下水道に携わる技術承継についても検討が必要です。
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（６）下水道愛の醸成

図２－２８ サービスとアウトカムの例

下水道は日常生活には不可欠な事業です。静岡県においても積極的に上記「サービ

スとアウトカムの例」等を活用し、下水道の普及・啓発活動を展開しています。

しかしながら、施設の老朽化による改築・更新費用の増大等により、今後、流域下

水道経営が一層厳しくなると見込まれることから、利用者の下水道への理解を深める

ため、今以上に計画的かつ効果的に下水道情報の発信と共有を図って、安定した下水

道事業経営を実現・継続することが必要となります。

また、流域下水道事業は、市町が実施する公共下水道事業と一体となって機能する

ものであることから、市町と連携し情報を共有しながら、各種情報発信ツールを活用

し、引き続き県民に対して下水道の役割や大切さを周知し､「下水道愛」を深めてい

く必要があります。

【課題】

● 現在取り組んでいる広報や情報発信を継続しつつ、狩野川流域下水道関連市町と連

携し、市民・町民を含むステークホルダーの「下水道愛」を今以上に深める工夫が必

要です。
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第３章 流域下水道事業の将来の事業環境

１ 計画下水量の見通し

令和 7 年度以降について、「維持管理負担金」の算定基礎となる計画下水量･処理区

域内人口の将来見込みを関連市町とのヒアリングに基づき、図 3ー１、図３－２に示

します。

東部処理区の計画下水量は微減、処理区域内人口は微増の見込みです。このうち、

計画下水量は、令和 12 年度まで処理区域内人口の増加とともに微増の見込みです

が、以降は事業所排水量の減少等の理由により、微減に転じる見込みです。処理区域

内人口は、下水道への接続人口の増加等の理由により微増の見込みです。

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

計画下水量 12,357 12,436 12,409 12,500 12,521 12,541 12,473 12,395 12,313 12,237

区域内人口 72,269 73,111 73,808 73,780 73,780 73,780 73,780 73,780 73,780 74,180

(単位： 千m 3/年･人)

図 3－１ 東部処理区計画下水量及び処理区域内人口

図 3－２ 西部処理区計画下水量及び処理区域内人口

（千 m3/年） （人）

（千 m3/年） （人）



３－２

西部処理区の計画下水量･処理区域内人口は、微増の見込みです。このうち、計画

下水量は、処理区域内人口の増加とともに微増の見込みです。処理区域内人口も、下

水道への接続人口の増加等の理由により微増の見込みです。

【計画下水量の見通し】

● 令和 7 年度以降の東部処理区下水量は微減、西部処理区下水量は微増の見込みです。

● 処理区域内人口は東部処理区及び西部処理区ともに微増の見込みですが、静岡県の

行政人口は令和５年度 10 月 1 日時点で減少傾向にあるため、積極的な下水道への接

続を促進することが必要です。

2 消費者物価指数の見通し

コロナ禍以後 30 年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済は

デフレから脱却し、金利の上昇など新たなステージに移行しつつあります。

そこで、このような状況を勘案し経営戦略の根幹となる財政計画への｢消費者物価｣

について｢中長期の経済財政に関する試算（令和 6 年 1 月 22 日経済財政諮問会議提

出）｣内閣府等では、次のように見通しています。

表３－１ 中長期の経済財政に関する試算

令和 6 年度現在、経済の状況は物価高騰が顕著であること、それにともない長期

金利が上昇傾向にあることに配慮し、財政計画では「内閣府 中長期試算の成長実現

ケース」の 2.0%と「内閣府 中長期試算のベースラインケース」の 0.8％を消費者物

価指数として見込みます。

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

計画下水量 20,335 20,438 20,474 20,502 20,517 20,527 20,525 20,545 20,590 20,655

区域内人口 190,268 191,480 192,668 193,907 195,059 196,097 197,135 200,954 201,992 203,030

(単位： 千m 3/年･人)
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【消費者物価指数の将来見通し】

● 財政計画では、消費者物価指数を次のように見込んだ計画とします。

・令和 7 年度～令和 11 年度：消費者物価指数 2.0% 成長実現ケース

・令和 12 年度～令和 16 年度：消費者物価指数 0.8% ベースラインケース

３ 下水道施設・設備の見通し

狩野川流域下水道は、昭和 54 年度～平成 17 年度にかけて集中的に建設を行い、

東部浄化センターは昭和 60 年度、西部浄化センターは平成 6 年度に供用を開始し

ました。

このような背景を踏まえ、令和元年度～令和 5 年度決算書を基に、有形固定資産

｢建物｣・「構築物」・「機械及び装置」の将来見通しを算定すると、図 3－3、図 3－4、

図 3－5 のように見込めます。

R元年度 R5年度 R10年度 R15年度 R20年度 R25年度 R30年度 R35年度 R40年度 R45年度 R50年度

耐用年数未満の資産 4,018 4,319 4,620 4,921 5,222 5,523 5,824 6,125 6,426 6,727 7,028

耐用年数を超えた資産 149 748 1,347 1,946 2,545 3,144 3,743 4,342 4,941 5,540 6,139

（単位：百万円）

図 3－３ 資産（建物）

図 3－４ 資産（構築物）

（資産割合）

（資産割合）
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「建物」資産では、法定耐用年数を超えた資産は、令和元年度は約 4%ですが、50

年後の令和 50 年度には約 47%の見込みとなります。

「構築物」資産では、法定耐用年数を超えた資産は、令和元年度約 4%ですが、50

年後の令和 50 年度には約 50%の見込みとなります。

「機械及び装置」資産では、法定耐用年数を超えた資産は、令和元年度約 11%で

すが、50 年後の令和 50 年度には約 43%の見込みとなります。

このことから、現在実施されている「健全度」及び「重要度」に基づくストックマ

ネジメントによる施設更新を継続し、更なる流域下水道事業の経営基盤強化の推進が

必要です。

【下水道施設・設備の見通し】

● 狩野川流域下水道施設・設備は、令和元年度時点で法定耐用年数を超えた資産は

約 4%～11%に対して、50 年後の令和 50 年度には約 43%～50%に増加する見

込みです。

このことから、ストックマネジメントによる施設更新を継続しつつ、限られた事

業費の中で、バランスのとれた投資による下水道事業の経営基盤強化の推進が必要

です。

R元年度 R5年度 R10年度 R15年度 R20年度 R25年度 R30年度 R35年度 R40年度 R45年度 R50年度

耐用年数未満の資産 38,245 40,089 41,933 43,777 45,621 47,465 49,309 51,153 52,997 54,841 56,685

耐用年数を超えた資産 1,366 6,869 12,372 17,875 23,378 28,881 34,384 39,887 45,390 50,893 56,396

（単位：百万円）

R元年度 R5年度 R10年度 R15年度 R20年度 R25年度 R30年度 R35年度 R40年度 R45年度 R50年度

耐用年数未満の資産 8,151 11,049 13,947 16,845 19,743 22,641 25,539 28,437 31,335 34,233 37,131

耐用年数を超えた資産 984 3,632 6,280 8,928 11,576 14,224 16,872 19,520 22,168 24,816 27,464

（単位：百万円）

図 3－５ 資産（機械及び装置）

（資産割合）
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第４章 基本理念・方針

1 基本理念

狩野川流域下水道事業の現状･課題及び将来の見通しを踏まえ、事業運営の基本理

念は「経営戦略(令和２年度)」を継続します。

本経営戦略において「A5」とは、「安定・安全・安心・安価・愛（下水道愛）」の

頭文字をとったもので、次に記す「基本方針」の各項目と一致するものです。

食品やサービスなどの等級をＡ１～Ａ５ランクなどで表わすことがあることから、

「最高ランクの経営を目指す」との意味で基本理念として設定しました。

また、この基本理念は、令和 2 年２月に公表された「静岡県生活排水処理長期計

画」の中で示された基本方針にも合致するものです。

2 基本方針

基本理念の推進のため、「経営戦略(令和２年度)」を継続し、次の５つの基本方針

を掲げて、取組を推進します。

（１）経営の健全性（経営基盤の強化）

○ 維持管理の効率化による「コスト縮減」を図り、適正な維持管理費負担金単価

を設定します。＜継続＞

○ 現在の包括的民間委託方式の内容を精査し、「業務コスト削減効果」が得られ

る方式を検討します。その際、令和 5 年 6 月に国土交通省で制度化した「ウォ

ーターPPP」を検討していきます。【新規】

○ 債務の管理（企業債残高対事業規模比率など）を視覚化するために、経営管理

指標を追加します【拡充】
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（２）安定した下水道サービスの提供

○ 施設･設備の適切な点検･調査に基づく計画的な改築･更新のため「ストックマ

ネジメント」を継続します。＜継続＞

○ 人材育成および技術力の維持のため、引き続き OJT や研修による技術研鑽を

行うとともに、新たに専門な研修を拡充します。【拡充】

（３）災害に強い下水道

○ 能登半島地震を踏まえた上下水道耐震化計画により、引き続き、管路の耐震化

等を進めていきます。【拡充】

○ 降雨による雨天時浸入水等不明水の増加は、分流式下水道施設・設備等に多大

な影響を与えるため、雨天時浸入水の削減対策を引き続き関連市町と連携して対

策を行います。【拡充】

○ 大規模災害時にも汚水処理ができるよう、引き続き「業務継続計画（BCP）」

の一層の充実を図るとともに、実行性を高めていきます。＜継続＞

（４）新たな汚水処理の取組

○ 流域下水道事業及び関連市町公共下水道事業の経営環境の改善（改築更新費用

及び維持管理費の削減､施設稼働率の向上等）及び経営の効率化に向け、流域下

水道を核とした広域化・共同化への取組を継続します。【拡充】

○ 下水道事業の効率化に向け、DX 化を引き続き調査･検討します。【新規】

○ 循環型社会の構築に貢献するため、下水汚泥の燃料化や肥料化等、下水道資源

の有効利用に努め、維持管理費の縮減も図ります。また、下水道施設から発生す

る温室効果ガス排出量削減のため、「第 4 次静岡県地球温暖化対策実行計画｣を遵

守し、下水道事業として地球温暖化対策等の GX の取組を検討します。【新規】

（５）下水道の普及･啓発活動の取組

○ 今以上に下水道事業の役割について深度化を図るため、下水道愛を深める普及

啓発の方法を検討します。＜継続＞
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第５章 基本方針に係る取組

第４章で整理した基本方針に基づき、各項目について取組内容を示します。

1 経営の健全性の確保

（１）適正な維持管理費負担金の設定＜継続＞

○ 適正な維持管理費負担金の設定について

維持管理費負担金は、流域下水道の健全な維持管理、運営に必要な額を確保するこ

とが必須であるため、適正かつ安定した負担金単価を設定するとともに、その全額を

市町から徴収する方式であり、関連市町の下水道経営とも密接に関連することから、

市町の負担軽減に向けた経営管理に努めて参ります。

○ 維持管理費負担金単価改定について

市町が負担する維持管理費負担金は、令和元年度以前、10 年間の財政計画期間内

で 3 年目、6 年目、10 年目の計３回の単価改定を実施していましたが、令和２年度

以降は経営戦略の計画期間及び見直し時期と合わせて５年毎とし、令和６年度に２処

理区ともに単価改定を行いました。

また、維持管理費負担金は、本来収支均衡となるよう設定することが原則ですが、

不測の事態においても３ヶ月間は処理場を運転することが可能となる資金（以下、「累

積資金」と称します。）として、東部・西部浄化センター合わせて９５０百万円を確

保することとし、単価に上乗せすることで対応しました。

令和６年度の単価改定時において、当該累積資金は目標額に達していたことから、

市町の負担軽減のため、これまでの実績等を踏まえて必要額を精査して８５０百万円

に見直し、超過分についてはこれを還元する単価設定としました.。

表５－１ 維持管理費負担金単価及び経営戦略見直しロードマップ
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表５－２ 維持管理費負担金単価の推移

（２）官民連携の強化 【新規】

現在の包括的民間委託方式の内容を精査し、「業務コスト削減効果」が得られる

方式を検討します。また、その際狩野川流域下水道及び関連市町公共下水道の特性

を踏まえ、「ウォーターPPP」の導入など、最も効果的な官民連携の方式を検討し

ます。

なお、「ウォーターPPP」の概要は次のとおりです。

図５－1「ウォーターPPP の概要」

（３）新たな経営管理指標を追加【拡充】

公営企業会計を適用したことで、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表の作成に

より、損益･資産の正確な把握が可能となり、経営状況の把握や他団体との経営状

況の比較も容易となったことから、資産と負債のバランスを効率よく管理するた

め経営管理指標を追加、活用し流域下水道事業経営基盤の強化を図ります。
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【新規指標】

● 流動比率

短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。

● 企業債残高対事業規模比率

使用料収入に対する企業債残高の割合を表す指標である。

表５－3 経営管理目標値

2 安定した下水道サービスの提供

（１）ストックマネジメント計画に基づく長寿命化 ＜継続＞

引き続きストックマネジメント計画に基づく点検調査・診断を継続し、施設健全

度の予測を基に計画的な修繕・更新により施設の長寿命化を図るとともに、機械・

電気設備の故障や管路の腐食等による道路陥没等に起因する重大事故を事前に防止

します。管路については、落差が大きい部分など、腐食のおそれのある箇所につい

て、５年に一度の管路内点検が下水道法に定められていますが、狩野川流域下水道

では、点検箇所を全管路に拡大しています。加えて、管路上の道路舗装面点検も月

２回行っており、これらの取組は今後も継続していきます。

なお、令和７年１月に発生した埼玉県の道路陥没事故を受け、腐食のおそれがあ

る箇所について新技術を活用した点検方法の見直しを検討するとともに、今後新た

な知見が示されることも想定できるため、国等の動向を注視し、適切に対応してま

いります。

表５－4 ストックマネジメント計画に基づく管渠点検延長・設備工事棟数（目標）

（※）東部総延長 11.5Km、西部総延長 30.5km
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（２）人材育成と技術継承 【拡充】

○ 流域下水道の組織体制は、平成 24 年度からの市への移管と下水道公社の解

散による見直しで大幅な改編がありました。以降、変更はないものの、将来的に

は業務に応じた職員配置を行う予定です。

○ 下水道施設の維持管理や改築更新には、土木、設備（電気・機械）、水質管理

（薬剤師など）の専門職員が必要です。このような多職種の組織構成は県の組織

としては特殊です。しかし、下水道関連の職場が減少したことで、下水道技術の

研鑽の場も少なくなり、経験者の配置が困難になっています。そのため、引き続

き下水道経験者の増加と確保策の検討を進めていく予定です。

○ 今後も OJT や日本下水道事業団が実施する研修等により職員の技術研鑽に努

めるとともに、設備工事等の直営発注により技術力の維持を図ります。又、既存

の研修に加え、中・上級者向けに専門性の高い研修や水処理等の運転管理に関わ

る、現場実務に直結する実地研修を充実させます（※）

○ 経験豊富な職員の持つ知識やノウハウ、そして流域下水道に関連する職員が必

要とする基本知識をマニュアル化し、有益な情報を見える化する取組を進めます。

マニュアル作成においては、視覚的に分かりやすい資料となるよう、図解を積極

的に活用します。

○ 育成側と受ける側の両方が時間を節約できるよう、ICTを活用したコミュニケ

ーションを活発に行い、他団体や他県の情報や知識を職員間で情報共有・協議を

行うことで技術力の向上を図ります。

（※参考）

● 土木職員向け研修会

● 上下水道DX技術カタログへの掲載技術共有

● ストックマネジメント計画策定

● 内水浸水想定区域図作成、内水ハザードマップ作成

● 上下水道一体化にかかる各種施策

● 下水処理場での水処理・運転管理に関わる現場実務の技術取得 等
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3 災害に強い下水道

地震などの災害時でも汚水処理機能を確保するため、管路の耐震化及び下水道施設

の耐水化等の災害対策を進めておりました。安定した下水道サービスを提供するため、

引き続き災害対策に取り組んでいきます。

（１）地震対策の推進 【拡充】

静岡県で取り組んでいる「地震・津波対策アクションプログラム 2013」に基づ

き、地震時でも通常の汚水処理が可能となるよう、処理場の耐震補強工事を令和５

年度までに完了させました。

引き続き、｢総合地震対策計画｣や能登半島地震を踏まえた｢上下水道耐震化計画｣

により、管路の耐震化等を進めていきます。

（２）雨天時浸入水対策の推進 【拡充】

近年の世界的な異常気象による豪雨の激甚化・頻発化のなかで、雨天時浸入水が

増加し、汚水処理への影響やマンホールの浮上被害などが喫緊の課題となっていま

す。

狩野川流域下水道においても、令和元年度の台風 19 号などで被害が発生してい

ることから、豪雨時でも安定した下水道サービスを確保すべく、流域関連市町と雨

天時浸入水対策計画の策定を進めております。

流域関連市町と協力しつつ、早期の計画策定と対策の推進に取り組んでいきます。

（３）業務継続計画（BCP）の充実＜継続＞

静岡県流域下水道は、被災時における業務の継続と下水道機能の早期回復を目的

とする「業務継続計画（BCP）」を平成 27 年度に策定、翌年から運用を開始して

います。また「静岡県下水道防災計画」を踏まえ、関連市町との合同訓練を実施し

ながら災害時に備えています。

今後は災害時支援協定を締結している関係団体と実効性を高めるため、さらに訓

練を重ね、PDCA サイクルを定期的に実施します。

新型コロナウイルス対策については、マスク及び手洗い、消毒などの基本的な感

染症対策の徹底を継続して行ってきました。また、包括的民間委託では、感染者が

多数発生して処理場の運転に支障が生じた場合を想定した社内でのバックアップ

体制を整えており、他事業所からの要員派遣計画を策定し運用するなど、安定した

下水道サービスの提供に努めています。
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４ 新たな汚水処理の取組

（１）広域化･共同化の促進 【拡充】

令和 4 年度に策定した「静岡県生活排水処理広域化･共同化計画」では、東部ブ

ロックの広域化･共同化メニューは、表 5－５のように計画し、実施するものとし

ています。

表 5－５ ブロック別広域化・共同化メニュー

●実施中：（済）、◎検討中：（短期）、○検討中：（中期）、△：検討中（長期）

「処理施設の統廃合」は、令和 2 年度～令和 6 年度の期間で、農業集落排水施設

の流域下水道への統合が実施されています。引き続き、関連市町と連携し、し尿処

理場 、集落排水施設の編入について検討を実施します。

「維持管理の共同化」では、ユーティリティの共同発注によるコストの削減を検

討します。「災害対応の共同化」・「人材育成の共同化」では、引き続きメニューの実

施及び検討を継続します。また、従来の包括民間委託方式に加え、市町管理の流域

関連公共下水道を含めた「ウォーターPPP」の活用も今後検討します。

（２）下水道事業の DX 化【新規】

DX 分野においては、革新的かつ付加価値の高い製品・サービス等が多数生み

出されるなど著しい発展が見られます。

「下水道事業が抱える課題」（施設管理の効率化、質の高い下水道事業の展開

等）や「社会経済情勢の変化に伴う新たな要請」へ対応するため、管路の電子台

帳化の取組を進めるとともに、管路の点検に AI などの新技術の活用についても

検討し、積極的な DX 化による下水道経営の効率化を図っていきます。
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図５－2 管路の電子台帳化１ 図５－３ 管路の電子台帳化２

（３）循環型社会への貢献【新規】

狩野川流域下水道では、下水汚泥の有効利用を実施し、リサイクル率は 100%

となっておりますが、下水汚泥の堆肥化施設を自ら運営するなどの検討をすること

で、更なる安定した汚泥の再利用に努めます。加えて、省エネルギー機器導入等の

取組も実施し、循環型社会の構築に貢献するとともに、維持管理費の削減に努めて

います。「創エネルギー化」等の取組の検討については、消化ガス発電や太陽光発

電等の活用に向けた検討をしています。

【脱炭素化技術】

● 下水道施設・設備の省エネルギー化の取組

・主ポンプ設備の運転手法の改善

・送風機設備の省エネルギー型機器の導入、運転手法の改善

・水中撹拌機、散気装置、脱水設備の省エネルギー型機器の導入

● 下水汚泥による創エネルギー化の取組

・消化ガス発電の導入

・太陽光発電（PPA）の導入

図５－４ 温室効果ガス削減の例
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5 下水道の普及･啓発活動の取組

下水道は地下に存在し、目には見えないため、当たり前の存在とされることがあ

ります。しかし、未整備地区の整備や事業の持続的な運営には、下水道への接続促

進のため、役割や重要性を住民に理解してもらう必要があります。広報活動を通じ

て下水道事業の必要性を伝え、理解と共感を深め、地域の持続的な発展に向けて「下

水道愛」を育みます。

（１）広報活動＜継続＞

浄化センターの見学者の受入拡大やマンホールカードを新たに制作するなど、

流域下水道に関する認知度を高めることで、下水処理に対する住民理解を深めます。

（２）インターネットのソーシャルメディア等を活用した情報発信＜継続＞

沼津土木事務所のホームページに「下水道だより」として汚水を処置した後の放

流水の水質の状況や、下水道に関する情報などを発行している取組を引続き行いま

す。また、下水道施設を身近に感じてもらうため、汚水処理の仕組みや狩野川東部

多目的広場の予約情報等を SNS を通じて積極的に情報発信を行います。
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第 6 章 投資・財政計画

主要な施策に係る投資･財政計画を検討します。

１ 前提条件の設定

（１）東部処理区、西部処理区

令和７年度から令和 16 年までの 10 年間について、東部処理区、西部処理区の

収益的収支(営業収益･営業外収益･営業費用･営業外費用)、資本的収支(企業債･補助

金･建設改良費等)それぞれの条件を表 6－1 から表６－４に示します。

表 6－1 東部処理区 収益的収支の条件

設    定    条    件

市町維持管理費負担金単価に年間計画下水量を乗じ計上

企業債償還に係る交付税措置分

支払利息に係る交付税措置分

企業債利子償還金のうち、地方交付税で措置すべき額を除いた額
・対象は、Ｈ14年度以前の既発行分
・R15年度に終了見込

国庫補助金＋建設負担金

R6年度当初予算値に実績平均額を加算した125千円を計上

1,営業収益＋2,営業外収益

Ｒ６年度当初予算値に人件費上昇率及び執行率を乗じて計上

動力費
過去の実績に基づき最大であったＲ４年度決算値（138,087千円 )を
基に令和７年度以降、水量の増減率を乗じて計上

修繕費 修繕計画に執行率を乗じて計上

委託料

包括委託費及び汚泥処分費
・包括委託費：Ｒ７年度からＲ９年度は設計額、以降物価上昇率、執
行率を乗じて計上
・汚泥処分費：Ｒ７年度の設計単価から物価上昇率、予想汚泥量、落
札率及び執行率を乗じて計上

その他経費
役務費、需用費等
・令和元年度から令和５年度までの平均値を据え置き計上
（需用費、備品購入費は物価上昇率を乗じて計上）

既往施設減価償却費＋新規投資施設減価償却費を計上

既往施設支払利息＋新規投資支払利息を計上

･利率：0.8%　･償還年数：12年　・据え置き年数：3年

1千円を計上

R6年度当初予算値の20,050千円を据え置き計上

1,営業費用＋2,営業外費用

収益的収入－収益的支出

項               目

営業収益

維持管理費負担金

営業外収益

他会計負担金

他会計補助金

長期前受金戻入

雑収益

Ⅰ 収   入   計

営業費用

職員給与費

経費

減価償却費

営業外費用

その他

雑損失

Ⅱ 支  出   計

Ⅲ当年度純利益(又は純損失)

・補助事業のうち県債額の40％分（臨時分）・・・措置率100％
・県債額のうち臨時分を除く額・・・措置率44％

支払利息

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出
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表 6－２ 西部処理区 収益的収支の条件

設    定    条    件

市町維持管理費負担金単価に年間計画下水量を乗じ計上

企業債償還に係る交付税措置分

支払利息に係る交付税措置分

企業債利子償還金のうち、地方交付税で措置すべき額を除いた額
・対象は、H15年度以前の既発行分
・R16年度に終了見込

国庫補助金＋建設負担金

R6年度当初予算値に実績平均額を加算した35千円を計上

1,営業収益＋2,営業外収益

Ｒ６年度当初予算値に人件費上昇率及び執行率を乗じて計上

動力費
過去の実績に基づき最大であったＲ４年度決算値（261,177千円 )を
基に令和７年度以降、水量の増減率を乗じて計上

修繕費 修繕計画に執行率を乗じて計上

委託料

包括委託費及び汚泥処分費
・包括委託費：Ｒ７年度からＲ９年度は設計額、以降物価上昇率、執
行率を乗じて計上
・汚泥処分費：Ｒ７年度の設計単価から物価上昇率、予想汚泥量、落
札率及び執行率を乗じて計上

その他経費
役務費、需用費等
・令和元年度から令和５年度までの平均値を据え置き計上
（需用費、備品購入費は物価上昇率を乗じて計上）

既往施設減価償却費＋新規投資施設減価償却費を計上

既往施設支払利息＋新規投資支払利息を計上

･利率：0.8%　･償還年数：12年　・据え置き年数：3年

2千円を計上

R6年度当初予算値の20,050千円を据え置き計上

1,営業費用＋2,営業外費用

収益的収入－収益的支出

項               目

営業収益

維持管理費負担金

営業外収益

他会計負担金

他会計補助金

長期前受金戻入

雑収益

Ⅰ 収   入   計

営業費用

職員給与費

経費

減価償却費

営業外費用

その他

雑損失

Ⅱ 支  出   計

Ⅲ 当年度純利益(又は純損失)

・補助事業のうち県債額の40％分（臨時分）・・・措置率100％
・県債額のうち臨時分を除く額・・・措置率44％

支払利息

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出
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表 6－３ 東部処理区 資本的収支の条件

表 6－４ 西部処理区 資本的収支の条件

（２）維持管理費負担金の設定

維持管理費負担金は、以下の考え方を基本に算定を行います。

● 東部処理区は、令和７年度から 1６年度までの維持管理費及び資本費を算定し、

同期間で累積資金の余剰分を還元しながら、収支均衡になるよう単価を設定します。

● 西部処理区は、令和７年度から 1６年度までの維持管理費及び資本費を算定し、

令和７年度から令和 11 年度までの５年間で累積資金の余剰分を還元しながら、収

支均衡になるよう単価を設定します。

設    定    条    件

流域下水道建設費債 （建設費－国庫補助金)/2

借入金 見込まない

出資金 見込まない

建設費に補助率(高率・低率）を乗じ計上

建設負担金 （建設費－国庫補助金)/2

ストックマネジメント計画等を基に計上

償還台帳及びＲ７以降の建設計画を基に計上

見込まない

令和元年度から令和５年度までの平均値に物価上昇率乗じて計上
（令和７年度のみ＋200千円）

項               目

企業債

国庫補助金

負担金

Ⅰ 収   入   計

建設改良費

企業債償還金

一般会計繰入金償還金

固定資産取得費

Ⅱ 支  出   計

Ⅲ 資本的収支　計

Ⅳ 収入額に対して不足する額　計

資
本
的
支
出

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入

設    定    条    件

流域下水道建設費債 （建設費－国庫補助金)/2

借入金 見込まない

出資金 見込まない

国庫補助金 建設費に補助率(高率・低率）を乗じ計上

建設負担金 （建設費－国庫補助金)/2

ストックマネジメント計画等を基に計上

償還台帳及びＲ７以降の建設計画を基に計上

見込まない

令和元年度から令和５年度までの平均値に物価上昇率乗じて計上

項               目

企業債

負担金

Ⅰ 収   入   計

建設改良費

企業債償還金

一般会計繰入金償還金

固定資産取得費

Ⅱ 支  出   計

Ⅲ 資本的収支　計

Ⅳ 収入額に対して不足する額　計

資
本
的
支
出

資

本

的

収

支

資
本
的
収
入
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● 対象となる計画下水量は、算定した流入水量に不明水分を加えた水量とします。

また、市町との協定は責任水量制とします。

（３）計画下水量の設定

計画下水量は、流域関連市町との協議により設定しました。

図６－１ 東部処理区計画下水量及び処理区域内人口（再掲）

図６－２ 西部処理区計画下水量及び処理区域内人口（再掲）

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

計画下水量 12,357 12,436 12,409 12,500 12,521 12,541 12,473 12,395 12,313 12,237

区域内人口 72,269 73,111 73,808 73,780 73,780 73,780 73,780 73,780 73,780 74,180

(単位： 千m 3/年･人)

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度 R13年度 R14年度 R15年度 R16年度

計画下水量 20,335 20,438 20,474 20,502 20,517 20,527 20,525 20,545 20,590 20,655

区域内人口 190,268 191,480 192,668 193,907 195,059 196,097 197,135 200,954 201,992 203,030

(単位： 千m 3/年･人)

（千 m3/年） （人）

（千 m3/年） （人）
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（４）建設改良費の設定

ストックマネジメント計画で検討した建設計画を建設改良費として設定しまし

た。

図６－３ 建設改良費の今後の見込み

（５）消費者物価指数の設定

本計画では、次の消費者物価上昇率を考慮しました。

表６－５ 中長期の経済財政に関する試算（再掲）

● 令和 7 年度から令和 11 年度：消費者物価上昇率 2.0%

● 令和 12 年度から令和 16 年度：消費者物価上昇率 0.8%
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２ 投資・財政計画の試算

１.(1)～(5)を条件とする投資・財政計画について事業会計上は各処理区を合算し、

管理しているため、会計全体（東部＋西部）の 10 年間（令和７～16 年度）の投資・

財政計画を以下（表６－６）のとおり試算します。

表６－６ 10 年間の投資・財政計画
R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

　営業収益 2,815,891 2,852,036 2,873,230 2,904,176 2,927,861 2,951,038 2,944,786 2,939,810 2,936,644 2,956,461

　　維持管理費負担金 2,815,891 2,852,036 2,873,230 2,904,176 2,927,861 2,951,038 2,944,786 2,939,810 2,936,644 2,956,461

　営業外収益 2,203,114 2,227,476 2,397,171 2,374,809 2,385,495 2,391,743 2,329,312 2,237,721 2,209,132 2,051,836

　　他会計負担金 388,672 392,003 450,568 429,171 383,555 374,167 363,409 338,124 312,812 290,438

　　他会計補助金 9,801 7,857 6,248 4,676 3,291 2,177 1,303 646 310 81

　　長期前受金戻入 1,804,481 1,827,456 1,940,195 1,940,802 1,998,489 2,015,239 1,964,440 1,898,791 1,895,850 1,761,157

　　雑収益 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Ⅰ,収   入   計 5,019,005 5,079,512 5,270,401 5,278,985 5,313,356 5,342,781 5,274,098 5,177,531 5,145,776 5,008,297

　営業費用 4,952,061 4,999,524 5,182,008 5,295,879 5,384,888 5,416,340 5,357,609 5,307,804 5,291,140 5,231,904

　　職員給与費 139,398 139,723 140,048 140,371 140,696 141,020 141,364 141,708 142,053 142,397

　　経費 2,557,177 2,566,755 2,571,134 2,636,522 2,676,005 2,660,513 2,689,188 2,706,930 2,718,925 2,699,180

　 　動力費 399,251 401,457 401,617 402,994 403,421 403,773 402,976 402,373 402,034 402,020

　修繕費 277,813 270,988 263,439 255,795 282,345 261,145 256,411 270,471 278,025 248,663

　委託料 1,771,152 1,785,279 1,796,988 1,868,579 1,881,024 1,886,351 1,920,532 1,924,788 1,929,545 1,939,149

　その他経費 108,961 109,031 109,090 109,154 109,215 109,244 109,269 109,298 109,321 109,348

　　減価償却費 2,255,486 2,293,046 2,470,826 2,518,986 2,568,187 2,614,807 2,527,057 2,459,166 2,430,162 2,390,327

　営業外費用 104,616 100,761 97,561 93,963 89,699 85,358 81,594 78,044 75,084 72,620

　　支払利息 64,513 60,658 57,458 53,860 49,596 45,255 41,491 37,941 34,981 32,517

　　その他 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

　　雑損失 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100

Ⅱ,支  出   計 5,056,677 5,100,285 5,279,569 5,389,842 5,474,587 5,501,698 5,439,203 5,385,848 5,366,224 5,304,524

Ⅲ,当年度純利益(又は純損失) ▲ 37,672 ▲ 20,773 ▲ 9,168 ▲ 110,857 ▲ 161,231 ▲ 158,917 ▲ 165,105 ▲ 208,317 ▲ 220,448 ▲ 296,227

　企業債 497,000 516,000 496,000 368,000 303,000 335,000 334,000 324,000 323,000 296,000

流域下水道建設費債 497,000 516,000 496,000 368,000 303,000 335,000 334,000 324,000 323,000 296,000

　借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　国庫補助金 1,103,100 1,014,600 918,500 944,500 781,800 839,100 874,200 890,800 955,200 878,700

　負担金 498,950 517,200 496,750 368,250 304,600 336,450 334,400 324,600 323,400 296,650

建設負担金 498,950 517,200 496,750 368,250 304,600 336,450 334,400 324,600 323,400 296,650

Ⅰ,収   入   計 2,099,050 2,047,800 1,911,250 1,680,750 1,389,400 1,510,550 1,542,600 1,539,400 1,601,600 1,471,350

　建設改良費 2,101,000 2,049,000 1,912,000 1,681,000 1,391,000 1,512,000 1,543,000 1,540,000 1,602,000 1,472,000

  企業債償還金 553,163 558,895 651,388 626,116 548,488 541,177 532,037 494,683 462,831 430,830

  一般会計繰入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  固定資産取得費 8,340 8,303 8,469 8,638 8,811 8,881 8,953 9,024 9,096 9,169

Ⅱ,支  出   計 2,662,503 2,616,198 2,571,857 2,315,754 1,948,299 2,062,058 2,083,990 2,043,707 2,073,927 1,911,999

Ⅲ,資本的収支　計 ▲ 563,453 ▲ 568,398 ▲ 660,607 ▲ 635,004 ▲ 558,899 ▲ 551,508 ▲ 541,390 ▲ 504,307 ▲ 472,327 ▲ 440,649

563,453 568,398 660,607 635,004 558,899 551,508 541,390 504,307 472,327 440,649

損益勘定留保資金 491,105 505,690 570,731 618,284 609,798 639,668 602,717 600,475 574,412 669,270

利益剰余金処分額 ▲ 37,672 ▲ 20,773 ▲ 9,168 ▲ 110,857 ▲ 161,231 ▲ 158,917 ▲ 165,105 ▲ 208,317 ▲ 220,448 ▲ 296,227

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 453,433 484,917 561,563 507,427 448,567 480,751 437,612 392,158 353,964 373,043

補填財源不足額 110,020 83,481 99,044 127,577 110,332 70,757 103,778 112,149 118,363 67,606

累積資金残高（補填後） 1,744,337 1,660,856 1,561,812 1,434,235 1,323,903 1,253,146 1,149,368 1,037,219 918,856 851,250

企業債残高 5,136,297 5,093,402 4,938,014 4,679,898 4,434,410 4,228,233 4,030,196 3,859,513 3,719,682 3,584,852
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（１）収益的収支

● 収益的収入

収益的収入は、令和７年度に約 50.2 億円、令和 16 年度には約 50.１億円です

が、年度毎に増減し 51 億円程度で推移しています。

主な内訳は、維持管理費負担金が約 50%、長期前受金戻入が約 35%、他会計負

担金が約 10%となります。

図６－６ 収益的収入の推移

● 収益的支出

収益的支出は、令和７年度に約 50.６億円、令和 16 年度は約 53.0 億円となり、

増加傾向にあります。

主な内訳は、維持管理費が約 40～50%、減価償却費が約 50%となります。

図６－７ 収益的支出の推移
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● 当年度純利益の推移

当年度純利益は、令和７年度から令和 16 年度まで赤字となる見通しです。これ

は、令和６年度の単価改定時において、目標額に達していた累積資金を、これまで

の実績等を踏まえて必要額を精査して８５０百万円に見直し、市町の負担軽減のた

め、超過分についてはこれを還元する単価設定としたことが主な理由です。当年度

純利益は赤字ですが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額に対して損益勘定

留保資金と、過年度までの累積資金で充当できる見込みとなっています。そのため、

経営上の支障はありません。

図６－８ 当年度純利益の推移

当年度純利益が赤字となる大きな要因は、収益的支出の約半分を占める減価償却

費を賄うだけの収益がないことにありますが、当事業の収益の柱である市町維持管

理費負担金は、当年度の維持管理費及び元利償還金を賄えるだけの金額を設定して

おり、いわゆる現金ベースで収支が成り立つことを前提としたものとなっています。

元利償還金の部分は資本費と呼ばれますが、企業会計では元金に代わり「減価償

却費」が資本費に算入され、それを賄うだけの収益を計上することが必要とされて

いますが、減価償却費を賄うだけの維持管理費負担金の設定を行った場合、現金ベ

ースの収支差額の発生により、余剰資金が生じる懸念があります。

そこで、静岡県では日常の流域下水道事業経営では、運営資金の状況を正確に管

理するため「減価償却費」に代わり、「元利償還金」を資本費とする「管理会計」を

採用しており、当面の事業運営には支障ありません。
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（２）資本的収支

今後 10 年間の建設改良事業の主な内容は「ストックマネジメント計画」に基づ

いた改築更新です。

● 資本的収入

資本的収入は、令和７年度が約 21.0 億円、令和 16 年度は 14.7 億円と減少傾

傾向にあります。

主な内訳は、国庫補助金が約５０%、企業債が約 25%、建設負担金が約 25%と

なります。

図６－９ 資本的収入の推移

● 資本的支出

資本的支出は令和７年度が約 26.6 億円、令和 16 年度は 19.1 億円と減少傾向

にあります。

主な内訳は、建設改良費が約７5%、企業債償還金が約 25%となります。

図６－10 資本的支出の推移
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● 企業債残高の推移

企業債残高は、令和７年度に約 51.４億円、令和 1６年度には約 35.8 億円とな

り、減少傾向にあります。

図６－10 企業債残高の推移

（３）維持管理費負担金単価の推移

維持管理費負担金については、東部処理区、西部処理区それぞれの投資・財政計画

を以下（表 6－７、表６－８）のとおり算定のうえ、単価設定を行っています。

表６－７ 10 年間の投資・財政計画（東部処理区）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

　営業収益 1,087,416 1,094,368 1,091,992 1,100,000 1,101,848 1,103,608 1,097,536 1,090,760 1,083,544 1,076,856

　　維持管理費負担金 1,087,416 1,094,368 1,091,992 1,100,000 1,101,848 1,103,608 1,097,536 1,090,760 1,083,544 1,076,856

　営業外収益 730,746 742,276 809,760 818,125 836,762 833,280 806,905 723,786 683,558 650,692

　　他会計負担金 103,908 105,281 128,873 125,142 109,313 114,239 117,120 118,285 120,117 119,976

　　他会計補助金 2,331 1,766 1,420 989 656 423 248 119 47 0

　　長期前受金戻入 624,382 635,104 679,342 691,869 726,668 718,493 689,412 605,257 563,269 530,591

　　雑収益 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Ⅰ,収   入   計 1,818,162 1,836,644 1,901,752 1,918,125 1,938,610 1,936,888 1,904,441 1,814,546 1,767,102 1,727,548

　営業費用 1,822,040 1,835,434 1,890,531 1,966,766 2,003,998 2,014,120 1,971,435 1,894,012 1,865,065 1,839,977

　　職員給与費 70,071 70,235 70,398 70,561 70,724 70,887 71,060 71,233 71,406 71,579

　　経費 991,419 988,763 981,955 1,018,035 1,040,151 1,016,196 1,029,802 1,039,609 1,043,076 1,048,195

　 　動力費 138,087 138,970 138,668 139,685 139,920 140,143 139,372 138,512 137,595 136,746

　修繕費 115,714 107,959 98,550 103,926 122,106 96,256 97,102 107,442 111,578 115,394

　委託料 684,551 688,719 691,587 721,236 724,898 726,555 740,071 740,381 740,614 742,750

　その他経費 53,067 53,115 53,150 53,188 53,227 53,242 53,257 53,274 53,289 53,305

　　減価償却費 760,550 776,436 838,178 878,170 893,123 927,037 870,573 783,170 750,583 720,203

　営業外費用 34,846 34,807 35,496 36,082 36,134 36,151 36,268 36,194 36,025 35,834

　　支払利息 14,795 14,756 15,445 16,031 16,083 16,100 16,217 16,143 15,974 15,783

　　その他 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

　　雑損失 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050

Ⅱ,支  出   計 1,856,886 1,870,241 1,926,027 2,002,848 2,040,132 2,050,271 2,007,703 1,930,206 1,901,090 1,875,811

Ⅲ,当年度純利益(又は純損失) ▲ 38,724 ▲ 33,597 ▲ 24,275 ▲ 84,723 ▲ 101,522 ▲ 113,383 ▲ 103,262 ▲ 115,660 ▲ 133,988 ▲ 148,263

　企業債 238,000 282,000 306,000 217,000 197,000 213,000 198,000 185,000 184,000 180,000

流域下水道建設費債 238,000 282,000 306,000 217,000 197,000 213,000 198,000 185,000 184,000 180,000

　借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　国庫補助金 505,400 538,300 485,500 532,000 494,500 528,300 534,200 596,000 596,700 560,200

　負担金 239,300 282,350 306,750 217,000 197,750 214,350 198,400 185,000 184,150 180,400

建設負担金 239,300 282,350 306,750 217,000 197,750 214,350 198,400 185,000 184,150 180,400

Ⅰ,収   入   計 982,700 1,102,650 1,098,250 966,000 889,250 955,650 930,600 966,000 964,850 920,600

　建設改良費 984,000 1,103,000 1,099,000 966,000 890,000 957,000 931,000 966,000 965,000 921,000

  企業債償還金 154,691 155,214 192,808 186,499 157,379 166,285 173,371 175,015 179,320 180,168

  一般会計繰入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  固定資産取得費 4,585 4,473 4,562 4,653 4,746 4,784 4,823 4,861 4,900 4,939

Ⅱ,支  出   計 1,143,276 1,262,687 1,296,370 1,157,152 1,052,125 1,128,069 1,109,194 1,145,876 1,149,220 1,106,107

Ⅲ,資本的収支　計 ▲ 160,576 ▲ 160,037 ▲ 198,120 ▲ 191,152 ▲ 162,875 ▲ 172,419 ▲ 178,594 ▲ 179,876 ▲ 184,370 ▲ 185,507
企業債残高 1,524,072 1,650,858 1,764,050 1,794,551 1,834,172 1,880,887 1,905,516 1,915,501 1,920,181 1,920,013
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表６－７ 10 年間の投資・財政計画（西部処理区）

この試算に基づく維持管理費負担金単価は、狩野川東部は 88 円/ｍ3、狩野川西部は

令和 11 年度まで 85～89 円/ｍ3、その後は 90～91 円/ｍ3 で推移します。

表６－８ 維持管理費負担金単価の推移

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

　営業収益 1,728,475 1,757,668 1,781,238 1,804,176 1,826,013 1,847,430 1,847,250 1,849,050 1,853,100 1,879,605

　　維持管理費負担金 1,728,475 1,757,668 1,781,238 1,804,176 1,826,013 1,847,430 1,847,250 1,849,050 1,853,100 1,879,605

　営業外収益 1,472,368 1,485,200 1,587,411 1,556,684 1,548,733 1,558,463 1,522,407 1,513,935 1,525,574 1,401,144

　　他会計負担金 284,764 286,722 321,695 304,029 274,242 259,928 246,289 219,839 192,695 170,462

　　他会計補助金 7,470 6,091 4,828 3,687 2,635 1,754 1,055 527 263 81

　　長期前受金戻入 1,180,099 1,192,352 1,260,853 1,248,933 1,271,821 1,296,746 1,275,028 1,293,534 1,332,581 1,230,566

　　雑収益 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Ⅰ,収   入   計 3,200,843 3,242,868 3,368,649 3,360,860 3,374,746 3,405,893 3,369,657 3,362,985 3,378,674 3,280,749

　営業費用 3,130,021 3,164,090 3,291,477 3,329,113 3,380,890 3,402,220 3,386,174 3,413,792 3,426,075 3,391,927

　　職員給与費 69,327 69,488 69,650 69,810 69,972 70,133 70,304 70,475 70,647 70,818

　　経費 1,565,758 1,577,992 1,589,179 1,618,487 1,635,854 1,644,317 1,659,386 1,667,321 1,675,849 1,650,985

　 　動力費 261,164 262,487 262,949 263,309 263,501 263,630 263,604 263,861 264,439 265,274

　修繕費 162,099 163,029 164,889 151,869 160,239 164,889 159,309 163,029 166,447 133,269

　委託料 1,086,601 1,096,560 1,105,401 1,147,343 1,156,126 1,159,796 1,180,461 1,184,407 1,188,931 1,196,399

　その他経費 55,894 55,916 55,940 55,966 55,988 56,002 56,012 56,024 56,032 56,043

　　減価償却費 1,494,936 1,516,610 1,632,648 1,640,816 1,675,064 1,687,770 1,656,484 1,675,996 1,679,579 1,670,124

　営業外費用 69,770 65,954 62,065 57,881 53,565 49,207 45,326 41,850 39,059 36,786

　　支払利息 49,718 45,902 42,013 37,829 33,513 29,155 25,274 21,798 19,007 16,734

　　その他 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

　　雑損失 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050 20,050

Ⅱ,支  出   計 3,199,791 3,230,044 3,353,542 3,386,994 3,434,455 3,451,427 3,431,500 3,455,642 3,465,134 3,428,713

Ⅲ,当年度純利益(又は純損失) 1,052 12,824 15,107 ▲ 26,134 ▲ 59,709 ▲ 45,534 ▲ 61,843 ▲ 92,657 ▲ 86,460 ▲ 147,964

　企業債 259,000 234,000 190,000 151,000 106,000 122,000 136,000 139,000 139,000 116,000

流域下水道建設費債 259,000 234,000 190,000 151,000 106,000 122,000 136,000 139,000 139,000 116,000

　借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　出資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　国庫補助金 597,700 476,300 433,000 412,500 287,300 310,800 340,000 294,800 358,500 318,500

　負担金 259,650 234,850 190,000 151,250 106,850 122,100 136,000 139,600 139,250 116,250

建設負担金 259,650 234,850 190,000 151,250 106,850 122,100 136,000 139,600 139,250 116,250

Ⅰ,収   入   計 1,116,350 945,150 813,000 714,750 500,150 554,900 612,000 573,400 636,750 550,750

　建設改良費 1,117,000 946,000 813,000 715,000 501,000 555,000 612,000 574,000 637,000 551,000

  企業債償還金 398,472 403,681 458,580 439,617 391,109 374,892 358,666 319,668 283,511 250,662

  一般会計繰入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  固定資産取得費 3,755 3,830 3,907 3,985 4,065 4,097 4,130 4,163 4,196 4,230

Ⅱ,支  出   計 1,519,227 1,353,511 1,275,487 1,158,602 896,174 933,989 974,796 897,831 924,707 805,892

Ⅲ,資本的収支　計 ▲ 402,877 ▲ 408,361 ▲ 462,487 ▲ 443,852 ▲ 396,024 ▲ 379,089 ▲ 362,796 ▲ 324,431 ▲ 287,957 ▲ 255,142

企業債残高 3,612,225 3,442,544 3,173,964 2,885,347 2,600,238 2,347,346 2,124,680 1,944,012 1,799,501 1,664,839

科目（千円）

資
本
的
支
出

静
岡
県
流
域
下
水
道

3
条

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

4
条

資
本
的
収
入
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第７章 経営戦略事後検証・更新等

１ 進捗管理

経営戦略の検証・評価は、策定当初の「計画・目標」（Plan）に基づいて、施策を

「実 行」（Do）し、達成度の「点検・評価」（Check）により計画を「見直し・改善」

（Action） する PDCA サイクル手法に基づき、流域下水道事業を取り巻く環境や

社会ニーズに柔軟に対応しながら、適切な評価に基づく改善を繰り返し、質的向上を

図ります。

図 7－１ 経営戦略の進捗管理

２ 計画推進、進捗管理体制

（１）計画推進体制

生活排水課、沼津土木事務所下水道課、東部･西部浄化センターにより、計画推

進のための経営戦略推進会議を定期的に開催し、定期的な開催を通じて情報交換､

役割分担の決定を行い、経営戦略に盛り込まれた施策の検討や円滑な事業執行を推

進します。

（２）進捗管理体制

策定後の進捗管理については、｢流域下水道連絡調整会議｣において、年度毎の状

況を説明し、関連市町と連携して進捗管理を行います。

また、流域下水道事業は主に関連市町からの維持管理費負担金で成り立っている

ことから、よりきめ細かく各関連市町の意見や状況を把握することで施策展開に反

映させるように、表 7－１の年間スケジュール案に示すように、年 1 回関連市町を

訪問し経営状況について意見交換を行います。

■2～４ 年目取組

■５ 年目取組

■1年～4年目

■5年目取組

【 ５ 年サイ ク ル】

検証・ 評価

（ Check）

     改善・ 見直し

（ Actin）

計画

（ Plan）

実行

（ Do）
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表 7－１ 年間スケジュール案

３ 事後検証、見直し

本経営戦略で定めた施策の取組による効果については、令和 10 年度に経営状況

や維持管理費負担金単価の検証･評価を実施し、目標値と実績値に乖離がある場合

は、原因を特定して対策の検討や目標値の見直しを行い、令和 11 年度には、これ

を踏まえた第 2 期経営戦略を策定します。

なお、自己評価により経営戦略の見直しが必要になった場合、5 年に満たない時

点でも随時見直しを実施します。

事後検証､見直し年次計画は表 7－２のとおりです。

表 7－２ 事後検証､見直し年次計画

年 次 年 度 経 営 戦 略 維 持 管 理 費 負 担 金

1 令 和 7 年 度 見直し後経営戦略運用開始

２～3 令 和 8 ～ 9 年 度 検 証 ･ 自 己 評 価

4 令 和 10 年 度 総 合 的 検 証 ･ 評 価

5 令 和 11 年 度 第2期経営戦略策定 単価見直し（次期5年間）

6 令 和 12 年 度 改定後経営戦略 運用開始

７～8 令和13～14年度 検 証 ･ 自 己 評 価

9 令 和 15 年 度 総 合 的 検 証 ･ 評 価

10 令 和 16 年 度 中 間 見 直 し 単価見直し（次期5年間）
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○静岡県流域下水道事業経営戦略 用語集

用 語 意 味
初出

（ページ）

流域下水道事業

二つ以上の市町村の区域にわたる下水道を一体的に

整備することが効率的・経済的な場合に実施する下水

道。原則として、主管路や処理場の設置及び管理を都

道府県が行い、各家庭・事業所等への枝線管路の整

備・管理は市町村が行う。

１-１

静岡県生活排水

処理長期計画

静岡県における都道府県構想のこと。市街地、農山漁

村等を含めた市区町村全域で効率的な汚水処理施設

整備の推進をするため、各種汚水処理施設の有する特

性等を踏まえ、建設費と維持管理費を合わせた経済比

較を基本としつつ、水質保全効果、汚泥処理方法等の

地域特性や地域住民の意向を考慮し効率的かつ適正

な整備手法を選定するための構想として、都道府県が

市町村の意見を反映した上で策定している計画。

１-１

静岡県生活排水

処理広域化・共

同化計画

人口減少に伴う使用料収入の減少や老朽化施設の増

加に伴う大量改築・更新期の到来などにより経営環境

が厳しさを増しており、従来通りの事業運営では持続

的な事業の運営が困難になりつつあるため、管理の一

本化や事務処理の共同実施などのスケールメリット

を生かした生活排水処理の効率的な処理や持続可能

な事業運営の推進を目的とする計画。

１-１

包括的民間委託

民間事業者が施設を適切に運転し、一定の要求水準

（性能要件）を満足する条件で、施設の運転・維持管

理について民間事業者の裁量に任せるという性能発

注の考え方に基づく委託方式。当事業では、処理場運

転管理のほか、薬品等のユーティリティの調達、保守

点検、小修繕等も包括委託業務に含んでいる。

１-２

ストックマネジ

メント計画

膨大な下水道施設を、持続的かつ効率的に管理するた

め把握・評価し、中長期的な施設の状態を予測して、

維持管理、改築修繕計画を一体的に策定した計画。

１-２
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業 務 継 続 計 画

（BCP）

Business Continuity Plan の略称で、大規模地震な

どの災害はいつ発生するかわからないため、災害時に

想定される緊急事態に備えて策定する計画（早期の復

旧計画等）で、災害などの緊急事態が発生したときに、

損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための

計画。

１-３

ICT

Information and Communication Technology

の略称。一般的には｢情報通信技術｣と訳され、情報処

理及び通信技術の総称。

１-３

全体計画

都市計画に関する基本的な方針である各マスタープ

ランに定められた目標等に基づき、将来的な下水道施

設の配置計画を定めるもの。

２-１

事業計画
全体計画に定められた施設のうち、5～7 年間で実施

する予定の施設の配置等を定める計画。
２-１

排除方式

下水を集めて流す方法のことで、「分流式」と「合流

式」とがある。分流式は、汚水は汚水管、雨水を雨水

管と別々に集め、汚水は下水処理場、雨水は川や海に

流す方式をいう。合流式は、汚水と雨水を一本の合流

管に集めて下水処理場へ流す方式である。

２-１

処理方法

下水処理場における汚水の処理方法のことで、当事業

では微生物を用いて浄化を行う標準活性汚泥法によ

り処理している。

2-1

BOD

水 質 汚 濁 指 標 の 一 つ で 生 物 学 的 酸 素 要 求 量

（Biochemical Oxygen Demand）のこと。河川

の汚れの状況を表す代表的な指標。

2-８

総合地震対策

計画

国土交通省による下水道総合地震対策事業を実施す

るために策定が必要な計画。下水道総合地震対策事業

とは、近年の地震災害の発生状況を踏まえ、重点地区

を設定して防災･減災両面からの対策を総合的かつ効

２-10
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率的に行い、被害の最小化を目的に実施する事業のこ

と。

地震・津波対策

アクションプロ

グラム 2013

静岡県独自の計画で、地震・津波による被害をできる

限り軽減するため、津波対策をはじめ、建物被害、火

災、山・がけ崩れ等の広範な地震対策の主要な行動目

標定めたもの。

２-10

資本費
下水道施設を建設する際に借り入れた企業債の元利

償還費と下水道債取扱諸費の合計額。
2-10

法定耐用年数

日本の税法では、法令で定められた耐用年数をもと

に、税務処理を行う決まりとなっており、各資産に関

して法令で画一的に定められている耐用年数を「法定

耐用年数」と呼ぶ。

2-16

第 4 次静岡県地

球温暖化対策実

行計画

令和 4 年度を開始年度とし、静岡県が策定した計画。

2050 年までの脱炭素社会実現を見据え、環境課題の

変化に適切に対応するため、地球温暖化対策の総合的

かつ計画的な推進を図ることが目的。

2-22

PPP/PFI 事業

Public Private Partnership/Private Finance

Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等

を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意

工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率

化を図るもので、PFI 事業はこの枠組みの１つ。民間

の資金や経営能力、技術などを活用し、効率的かつ効

果的に公共事業を進める手法。

２-24

消費者物価指数

全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの

価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定する

もの。 

３-2

DX 化

Digital Transformation の略。ビックデータなどの

データとAI をはじめとするデジタル技術を活用して、

業務プロセスを改善していくだけでなく、製品やサー

ビス、ビジネスモデルそのものを変革するとともに、

組織、企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を

確保する取組。

４-２
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GX 化

Green Transformation の略。温室効果ガスを発生

させる化石燃料から太陽光発電、風力発電などのクリ

ーンエネルギー中心へ転換し、経済社会システム全体

を変革する取組。日本政府が掲げる 2050 年のカー

ボンニュートラル実現に不可欠な取組。

４-２

累積資金
収入がない状況でも３ヶ月間業務を継続できること

を目的とし、積み立てた資金。
５-１

上下水道耐震化

計画

災害に強く持続可能な上下水道システムの構築に向け、

対策が必要となる上下水道システムの急所施設や避難

所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、上

下水道一体で耐震化を推進するための計画。

５-5

静岡県下水道防

災計画

静岡県地域防災計画（災害対策基本法第 40 条）の部

門別計画として策定され、下水道防災関係機関が下水

道防災対策に関して措置すべき事項を定めた計画。

５-５

長期前受金戻入

過去に交付された補助金等のうち、減価償却が必要な

資産に充てたものについて、一旦、(勘定科目の)負債

に「長期前受金」として計上、整理しこれにより取得

した資産の減価償却に併せて、毎年度、減価償却相当

額を収益として計上、処理するもの。

６-１

減価償却費

固定資産は、使用によってその経済的価値が減少して

いくが、この減少額を、その資産の耐用年数に渡って

毎年度の費用として配分することを減価償却という。

６-１

資産減耗費
固定資産を廃棄する際に、帳簿上の残存価値を帳簿か

ら除くための会計処理上の費用。
6-1

雑損失

本業と関わりのない「営業外費用」のなかでも、既存

の勘定科目に分類できない損失。狩野川流域下水道事

業では主に、特定収入をもってまかなわれた収益的支

出に係わる控除できなかった仕入れ税額を当該年度

に雑損失として計上している。

6-1

損益勘定留保

資金

減価償却費などの現金支出がなく企業内に留保され

る資金を「損益勘定留保資金」といい、資本的収支の

赤字部分に補てんする留保資金の 1 つ。

6-６
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静岡県交通基盤部都市局生活排水課

住所 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

電話 ０５４－２２１－３１８９

補填財源

資本的収入が資本的支出に不足する場合、企業内部に

留保している資金により不足分の財源を補てんしな

ければならない。その不足する財源に充てられる内部

留保資金を補填財源という。補填財源の種類として

は、減価償却費等現金支出を伴わない費用によって企

業内に留保される資金などが挙げられる。

6-６

狩野川西部浄化センター

（沼津市原字女鹿塚）


